
 1. 1971 2004 SBT
2004  

  

    

1971 30 30 
1972 70 70 
1973 90 90 
1974 100 100 
1975 15 15 
1976 15 15 
1977 5 5 
1978 80 80 
1979 53 53 
1980 64 64 
1981 92 92 
1982 171 11 182 
1983 149 12 161 
1984 244 0 244 
1985 174 67 241 
1986 433 81 514 
1987 623 87 710 
1988 622 234 856 
1989 1,076 319 1,395 
1990 872 305 1,177 
1991 1,353 107 1,460 
1992 1,219 3 1,222 
1993 958 958 
1994 1,020 1,020 
1995 1,431 1,431 
1996 1,467 1,467 
1997 872 872 
1998 1,446 1,446 
1999 1,513 1,513 
2000 1,448 1,448 
2001 1,580 1,580 
2002 1,137 1,137 
2003 1,128 1,128 
2004* 1,298 1,298 

 



 

 

別紙 8-3 
 

2004 年漁期の日本の SBT 漁業のレビュー 
 

1.  序文 
世界各地からの輸入まぐろの過剰供給により魚価が落ち込んだため、日本の遠洋

まぐろはえ縄漁業業界は厳しい経済状況に陥っている。事態をさらに悪化させて

いるのは、石油価格の高騰である。  
 

2. 努力量に関する操業上の制約 
2004 年漁期は、6,007 トンの国別漁獲枠で操業が開始された。これは 2003 年の

CCSBT 年次会合で合意された 6,065 トンから、（2002 年漁獲超過分の）127 トンを

差し引き、（2003 年未使用分の）69 トンを追加したものである。 
 
日本の水産業界は、3 つの操業小海区（タスマニア／シドニー沖公海、ケープ沖

公海、インド洋南部の公海）の操業開始日を自主的に設定し、各小海区における

合計隻数も制限している。 
 
日本のマグロ漁船を監視するため、日本政府は 3 つの海区に漁期前及び漁期終了

後に取締船を派遣した。 
 
また、水産庁の検査官が抜き打ちで水揚げ検査を行い、報告された SBT の漁獲量

と SBT の水揚げ量がまったく同じであるかを確認した。2004 年に違反は見つか

らなかった。 
 
3. 漁獲量及び努力量  

2004 年漁期に日本のまぐろ船が漁獲した SBT の総重量は 5,982 トンであった。 
 
公海上の 3 漁場における操業実績は以下のとおりである。タスマニア／シドニー

沖：46 隻、1,134 トン、漁期終了日 2004 年 7 月 31 日。ケープタウン沖：123 隻、

3,174 トン、漁期終了日 8 月 9 日。インド洋南部：1,667 トン、漁期終了日 12 月 23
日。さらに、7 トンの SBT が混獲として報告された。 
 
日本のまぐろ漁船から投棄の報告はなかった。また遊漁者による SBT の漁獲報告

もなかった。日本のまぐろ漁船が漁獲した SBT は、すべて国内で消費されたもの

とみなされた。 
 
4. 過去の漁獲量及び努力量 

 (1) 委員会で TAC の決定がなされなかったため、1999 年漁期に日本政府は、1998



 

 

年漁期と同じ漁獲枠を自主的に設定した。しかし、日本が実施した試験操業に関

する ITLOSの暫定措置の規定に従い、1999年漁期の実績は711トン削減した5,354
トンとなった。 

(2) 2000 年漁期については、日本政府は自主的に漁獲枠を、1997 年に合意された国

別漁獲枠の 6,065 トンから 1,487 トン差し引いた 4,578 トンに設定した。しかし、

ITLOS の暫定措置が 2000 年 8 月に覆されたため、2000 年 9 月に自主的な漁獲枠

を 6,065 トンに変更した。2000 年漁期の実績は 6,027 トンであった。 
(3)2001 年漁期については、暫定的な漁獲枠として 6,065 トンで操業を開始し、その

後日本政府は他の関係メンバーと協議した結果、自主的な漁獲枠を 6,421 トンと

した。2001 年漁期の実績は 6,647 トンであった。 
(4)2002 年漁期は、暫定的な漁獲枠として 6,065 トンで操業を開始し、実績は 6,192
トンとなった。 

(5) 2003 年漁期においては、日本政府は自主的に漁獲枠を 6,065 トンから 226 トン差

し引き、5,839 トンと設定した。漁獲実績は 5,770 トンであった。 
  

5. 年間の船団規模及び分布  
2004 年漁期の SBT を対象に操業した漁船数は 236 隻であった。タスマニア／シド

ニー沖の公海で操業した漁船は 46 隻、ケープタウン沖が 123 隻、インド洋南部は

67 隻であった。 
 
6. 過去の船団規模及び分布 

(1) 1999 年漁期には 227 隻の漁船が操業した（1998 年漁期より 30 隻減）。これは日

本が FAO で合意された行動計画に基づき、遠洋まぐろはえ縄船を減船したため

である。 
(2) 2000 年漁期は、ITLOS の暫定措置に基づく漁獲制減に従い、SBT を対象とする

漁船数を 172 隻に削減した。しかし、暫定措置が覆されたことを受け、9 月の漁

獲枠が増加したことに伴い、27 隻が追加され、合計 199 隻の漁船が SBT を対象

とした操業を行った。 
(3) 2001 年、2002 年、2003 年漁期については、操業隻数はそれぞれ、227 隻、224
隻、221 隻であった。 

 
7. 漁業監視 

(1) 日本政府は業界に対し、漁獲枠を管理するため、SBT を対象とするすべての漁

船は 10 日ごとに漁獲量及び努力量の報告を行うべき旨の通達を行った。 
(2) 日本政府は、漁場への取締船の派遣、無作為に選択した SBT 漁船への科学オブ

ザーバーの乗船、すべての SBT 漁船への VMS 搭載の要請、日本政府に対する漁

船位置の日報、漁業を管理・監視するために必要な措置を講じている。 
(3) 2004 年漁期には、2 隻の取締船が SBT 漁場に派遣された。 
(4) 2004 年漁期には、16 名の科学オブザーバーが派遣され、その内 14 名が船上で調



 

 

査を行った。運搬船と漁船のスケジュールが合わなかったため、2 名のオブザー

バーは漁船に乗船することができず、調査を行うことができなかった。日本の

SBT 漁船のオブザーバー・カバー率は、漁船数の 8.3%、釣鈎数の 5.0%、SBT 漁

獲尾数の 4.0%であった。 
 
8. その他の要因 
  輸入／輸出統計 

2004 年に日本に輸入された SBT は 11,373 トン（製品重量）で、2003 年を 3000 ト

ン以上も上回った。輸入 SBT の大半は CCSBT メンバーからのものであった（1.オ
ーストラリア、2.台湾、3.韓国、4.ニュージーランド）。特にオーストラリアからの

輸入は 9,749 トンとなり、SBT 総輸入量の 85.7%を占めた。 



付表１

日本のみなみまぐろ漁業の漁獲量及び漁獲努力量の傾向

ＳＢＴ漁業選定船 その他

総計 タスマニア／シドニー沖 ケープタウン沖 インド洋南部の

の公海 の公海 公海

海域ごとの漁獲割

当
6,065mt 1,720mt 3,000mt 1,345mt -

実際の漁獲量 5,354mt 1,539mt 2,513mt 1,113mt 189mt
隻数 227隻 69隻 99隻 59隻 -

4月15日－5月31日 5月1日－8月10日 9月1日-12月1日 3月1日－2月29日
7月1日－8月10日

海域ごとの漁獲割

当
当初 4,578mt 1,298mt 2,265mt 1,015mt -

 (**1) 修正後 6,065mt 1,298mt 2,265mt 2,502mt -
実際の漁獲量 6,027mt 1,260mt 2,235mt 2,400mt 132mt
隻数 当初 172隻 52隻 75隻 45隻 -
(**2) 修正後 199隻 52隻 75隻 72隻 -

- 4月15日-8月1日 5月1日-8月1日 9月1日-12月27日 3月1日ー2月28日

海域ごとの漁獲割

当
当初 6,065mt 1,720mt 3,000mt 1,345mt -

  (**3) 修正後 6,421mt 1,850mt 3,226mt 1,345mt -
実際の漁獲量 6,647mt 1,816mt 3,212mt 1,594mt 25mt
隻数 227隻 69隻 99隻 59隻 -

-

混獲のみ

漁獲期間

1999

2000

2001

漁獲期間

4月15日-7月16日 5月1日-8月2日 9月1日-11月29日 3月1日-2月28日

6,065mt 1,720mt 3,000mt 1,345mt -
実際の漁獲量 6,192mt 1,960mt 3,312mt 854mt 66mt
隻数 224隻 69隻 99隻 59隻 -

4月15日-7月19日 5月1日-7月5日 9月1日-11月30日 3月1日-2月28日

5,839mt 1,392mt 3,056mt 1,391mt
実際の漁獲量 5,770mt 1,556mt 2,884mt 1,074mt 257mt
隻数 22１隻 53隻 105隻 63隻 -

4月15日-7月30日 5月1日-7月8日 9月1日-12月16日 3月1日-2月29日

6,007mt 1,191mt 3,118mt 1,698mt
実際の漁獲量 5,982mt 1,134mt 3,174mt 1,667mt 7mt
隻数 236隻 46隻 123隻 67隻 -

4月15日-7月31日 5月1日-8月9日 9月1日-12月23日 3月1日-2月28日

注: SBTの漁期は3月から2月までである。

(**1) 当初の漁獲割当は、ITOLSが定めた暫定措置が仲裁裁判所により破棄されたため、修正された。

(**2) 当初の隻数は、ITOLSが定めた暫定措置が仲裁裁判所により破棄されたため、修正された。

(**3)

-

海域ごとの漁獲割当

海域ごとの漁獲割当

当初の漁獲割当は、関係国と協議した後、修正された。

-漁獲期間

漁獲期間 -

漁獲期間

2003

2004

漁獲期間 -

海域ごとの漁獲割当

2002



付表２

日本のSBT 輸入統計

国・地域別SBT輸入量（生鮮・チルド・冷凍） ( 単位: kg )
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月 1月‐12月

オーストラリア 3,272,990 3,195,903 6,125,027 6,256,201 6,987,421 7,831,621 8,185,820 8,237,206 6,368,352 9,748,627

台湾 1,276,474 1,396,915 516,055 1,481,378 1,611,250 1,357,906 1,478,751 1,005,656 991,599 1,089,597

韓国 75,836 562,573 671,497 1,649,851 1,056,953 785,426 932,889 954,285 491,446 138,277

ニュージーランド 202,636 128,249 88,640 120,176 213,576 212,316 199,813 240,338 260,731 228,905

インドネシア 207,758 317,687 368,634 282,265 310,552 127,012 77,528 181,322 48,825 23,899

セイシェル 1,129 32,435 176,740

フィリピン 182 4,415 69,170 15,041 16,197 54,828 44,678 84,897

中国＊ 9,183 373 3,738 3,172 15,173 35,004 1,508

南ア 4,201

ホンジュラス 146,574 179,918 55,286 144,138 244,423 17,048

シンガポール 1,968 43,835 17,199 18,936 21,827 3,423

グアム 680 454 3,673 2,429 1,900

フィジー 445 396 181 972 526

赤道ギニア 130,846 32,258 446

パラオ 569 690 1,073 166

タイ 333 376 645 125

ベリーズ 3,380 9,534 278 91,849 39,580

カンボジア 17,301 4,374

マレーシア 271 836

ギリシャ 502

ウルグアイ 342 102 1,028 186

トンガ 138 162

米国 1,320 2,062

パナマ 212,632

クロアチア 729 9,9801

ミクロネシア連邦 195

モルジブ 163

ニューカレドニア 119

ポルトガル 93

バヌアツ 17,855

フランス 2,995

チリ 334

クック諸島 140

スペイン 11,061

チュニジア 124 47,1441

合計 5,210,229 5,857,804 8,059,491 10,203,543 10,599,691 10,356,694 10,926,605 10,865,548 8,244,836 11,372,834
出典：財務省、日本貿易統計

1 この数字はクロマグロと考えられることから、全世界ＳＢＴの一部ではない。



別紙 8-4 
 

ニュージーランドの SBT 漁業のレビュー 
 
 
 
1.  序文 

国内のミナミマグロ（以下、SBT）漁業の開始以来、EEZ 内における SBT 漁業は、手釣

り、引き縄、はえ縄によって漁獲されてきた。近年のほとんどすべての SBT の漁獲は表

層はえ縄漁業によるもので、少量が引き縄漁業で、また少量がホキを対象とした中層ト

ロール漁業で混獲されている。国内漁業は、数多くの船主操業の小型漁船、海外で購入

した大型低温はえ縄船、及びニュージーランドの企業が用船し、日本が操業する 4－5
隻の大型低温遠洋はえ縄船で構成されている。用船もニュージーランド船主操業の漁船

も、ニュージーランドの SBT 漁獲枠に対し、競合しながら操業している。 
 
ニュージーランドの漁業年は 10 月 1 日に開始し、翌年の 9 月 30 日に終了する。SBT は

3 月／4 月から 8－9 月まで季節的に出現する。北島東岸の南緯 42°以北と、南島西岸の

南緯 42°以南の 2 ヵ所が漁場である。2003/04 年の月別、緯度別の SBT 漁獲量は図 1 に

示した。2003/04 年は漁期が幾分早かったこと、そして東岸よりも西岸で漁獲量が多か

ったことを図 1 は示している。  
 
国別漁獲枠達成を予想し、2003/04 年の SBT 漁期を 2004 年 7 月 12 日（午前零時）に終

了した。漁期終了時点の漁獲量は 397 トンであった。 
 
2.  努力量に対する操業上の制約 

自主的な措置 
1994 年以降、ニュージーランドの水産業界は、はえ縄漁業に関わる「行動規範」に記載

されている通り、自主規制を実施してきた。漁具の仕様、環境基準、操業上の慣行、閉

鎖水域などの規制が含まれる。これらの措置は以下を最小限にとどめることである。 
• 混獲（例：海鳥及び海産哺乳類） 
• 20 kg 以下の SBT の漁獲 
• 他の国内まぐろ漁業への影響 
• SBT はえ縄船間の漁具競合 

「行動規範」に含まれていないその他の自主的な措置として、水域ごとの漁獲制限、海

鳥が一定のレベルに達した場合の操業海域の変更、複数のトリ・ラインの使用及び規定

以上の長さのラインの使用、夜間の投縄、海鳥を威嚇するための空気銃の使用などがあ

る。 
 

規制措置 
ニュージーランドは、先に合意された国別漁獲制限の 420 トン（原魚重量）を引き続き

課している。この漁獲制限はすべてのライセンス保有者の間で競争的な制限となってい

る。規則では年間の漁獲枠を規定し、漁獲制限に達した後の SBT の漁獲は違反となる。

漁獲制限はニュージーランド漁業水域の内外において、10 月 1 月から 9 月 30 日までの

「漁業年」に適用される。漁獲制限を超過した場合には、翌年に超過分が差し引かれる。 
 
2000/01 年漁期の半ばまで、SBT の漁獲枠は SBT（Thunnus maccoyii ）及び太平洋クロマ

グロ（以前は Thunnus thynnus 、現在は Thunnus orientalis と認められている）の双方に適

用されていた。太平洋クロマグロに対する漁獲枠の制限は、この種が別個の種として確



 

認され、形態学上の特徴及び DNA 分析により SBT と容易に区別できることが認められ

た 2000/01 年漁期末頃に撤廃された。2001 年 6 月までの SBT 水揚げ報告には、両種が

SBT 漁獲枠内で算定されたにも関らず、クロマグロ及び SBT に区別された。クロマグロ

として報告された漁獲は太平洋クロマグロであった可能性が高い。クロマグロ

（Thunnus thynnus ）に対する漁獲枠規制は 2002 年に撤廃された。 
 
SBT は 2004 年 10 月 1 日付けで、ニュージーランド漁獲枠管理制度（QMS）に導入され

た。少ない国別配分と、多数のはえ縄船が EEZ 内で操業するため、伝統的なニュージー

ランド SBT 漁業は「オリンピック」方式となっている。SBT を QMS に含めたことで、

認定された SBT 漁獲枠保有者がそのはえ縄操業の経済効率を最大限に高める枠組みが確

立した。ニュージーランドの配分はニュージーランド国民のすべての漁業、漁業関連の

死亡に適用される。2004/05 漁業年の配分は以下の通り。 

 トン （原魚重量） 
遊漁     4 
先住民による漁業     1 
他の漁業関連死亡     2 
商業漁業総許容漁獲量  413 
合計  420 

 
ニュージーランドは、QMS に移行したことにより、SBT 漁業にいくつかの改善が見られ

ると期待している。漁獲量の監視体制を改善するため、3 つの漁獲報告（漁獲量報告、

努力量及び水揚げ量報告、漁獲物受取者からの割当量に照らし合わせた漁獲量報告）が

義務付けられている。漁獲枠内の SBT 漁獲量を遵守しない漁業者に対しては多額の罰金

が課せられることから、超過漁獲の可能性が抑えられている。さらに、漁期の拡大に合

わせ、SBT が最も漁獲に適している時期に努力が集中することが期待されている。太平

洋クロマグロについても、2004 年 10 月から QMS が導入され、商業漁業の総許容漁獲量

は 116 トンと設定された。 
 
3.  過去の漁獲量及び努力量 

表 1 に 1999 年以降の漁具別 SBT 総漁獲推定量を示したが、この表から当初手釣り及び

引き縄漁業が中心であったニュージーランドの SBT 漁業がはえ縄漁業に変わったことが

示されている。国内はえ縄漁業の開始（1990 年）以来、はえ縄漁業の努力が引き縄およ

び手釣りの漁業の努力量にほとんど完全に取って代わった。しかし、引き縄による少量

の SBT 漁獲が引き続き行われており、少量の SBT が中層トロール漁業で混獲種として

漁獲されている（年間 1.1 から 5.8 トン）。表 2 に、暦年及び漁業年（10 月 1 日から 9
月 30 日）の SBT 総漁獲量をまとめた。  
 
用船船団は、主に南島の西岸沖で操業しているのに対し、国内の小型漁船は北島の東岸

沖で操業している。SBT の漁期は両水域においてほぼ同じであり、3 月/4 月に始まり、

通常 6 月/7 月に漁獲枠を達成し終了する。図 2 は、1999 年から 2004 年までの両水域に

おける SBT を対象としたセットの努力量トレンド（単位：千鉤）を示したものである。

北東水域におけるはえ縄努力量（大半が国内漁船）は 1999 年以降急激に増えていたが、

2004 年には 35%ほど縮小した。一方、南西水域における SBT 漁獲努力量（主に用船船

団）は比較的安定していたが、2004 年にはほぼ同量で増加した。SBT を対象としたはえ

縄漁業の総努力量は、1999 年から 2003 年の間に 190 万鈎から 350 万鈎に増えた後、

2004 年に若干縮小した（全体で約 8%）。1999 年以降、はえ縄努力量は全体的に増えて

いるにも関らず、中核の漁業水域及び月において CPUE はおよそ 50%減少している。  
 



 

4.  年間の船団規模及び分布 
SBT を対象とするはえ縄漁業は、主に南島西岸の南緯 42°以南の水域及び北島東岸沿い

の南緯 42°以北の水域で行われる。また、プレンティー湾のめばち漁業の混獲種として

も SBT の漁獲がある。図 3 は 2003/04 年の SBT を対象としたすべての投縄（用船及び国

内漁船）の位置を示したものである。2003/04 年のはえ縄漁業は全体的に他の年に比べ、

操業海域が広く、ワイララパ沿岸の南、プレンティー湾の北、北島西岸のノース・タラ

ナキ湾まで広がった。 
 
2004 年のはえ縄船の総数は 82 隻で、その大半が小型はえ縄船（50 トン以下）であった。

図 4 は漁船サイズ別の SBT 漁獲量を示したものである。2004 年には、5 隻の大型はえ縄

船が SBT 総漁獲量の約半分を占め、残りは国内漁船によるものであった。 
 

5.  過去の船団規模及び分布 
ニュージーランドの SBT 漁業は、1980 年代始めに冬季の小型漁船からの手釣り及び引

き縄漁業として、南島の西岸でスタートした。大半の操業は 7 月と 8 月に行われた。し

かし、1990 年以降、これらの漁法による漁獲は縮小し、手釣りの漁期が始まる前に SBT
漁獲枠の大半がはえ縄船で漁獲されるようになった。1980 年代及び 1990 年代半ばまで

は、外国許可船（日本）のはえ縄船がほとんどのはえ縄操業を行われていた。しかし、

漁獲率の低下と漁獲可能期間の短縮、及び EEZ 内における操業コストの増加に伴い、外

国許可船は 1995 年に操業を停止した。1991 年に国内はえ縄漁業が開始され、漁船数は

徐々に増え、2002 年には 150 隻以上となったが、2003 年には 132 隻、2004 年には 82 隻

に減少した。  
 

6. 漁業監視 
オブサーバー・カバー率 
数年間、用船船団のオブザーバー・カバー率はほぼ 100%であった。しかし、国内漁船

は小型で、航海期間も短いため、漁業省が 10%のカバー率を達成するのは困難であった。

2003/04 漁業年のオブザーバー派遣率は、SBT 対象のはえ縄鈎数の 20%（用船船団は鉤

数の 97%、国内船団は鈎数の 6%）であった。このレベルのオブザーバー・カバー率は、

漁獲量ベースでは、用船船団で 100%、国内船団では 16%を意味する。漁業省のオブザ

ーバー配置の変更に伴い、国内はえ縄船団のカバー率は今後も改善される予定である。

手釣り及び引き縄船に対する監視は、総漁獲量に占めるこれらの漁法の漁獲がごくわず

かであるため行われなかった。  
RTMP カバー率 
現在まで、漁業省は SBT について漁期内の漁獲監視制度を実施してきた。この制度では、

陸上の加工業者及び冷凍船（すべての用船も含む）が漁期中、漁獲量を漁業省に電子メ

ールまたはファックスで報告することが義務付けられている。漁獲割当の 25%に達した

時点で週ごとの報告、50%に達した時点で毎日の報告が義務付けられている。漁業省は

漁獲割当になるべく近い時点で漁期を終了するように、これらの報告の収集と分析を行

う。漁期終了の通知はすべての SBT 漁業許可保有者に通知され、漁業年の残りの期間に

SBT を漁獲することは違反となることが伝えられる。  
 
2004 年 10 月 1 日から、ニュージーランドで漁獲枠を持つ他のすべての魚種に適用され

ている漁獲監視及び漁獲調整制度を SBT にも適用することになった。漁業者は毎月の漁

獲収益を提示することが義務付けられ、これを個別の漁獲枠資格と照らし合わせる。漁

獲枠以外の範囲で SBT を漁獲した漁業者には（月ごとに）罰金が科せられる。漁業者は

漁業年末までに漁獲量と漁獲枠を調整する猶予が与えられるが、調整しなかった場合に



 

罰金がさらに増える。漁業全体の漁獲量は年間ベースで査定し、ニュージーランドの国

別割当と漁獲量の調整を次年度以降に行う。 
 
生物学的情報 
漁業省の科学オブザーバー計画のオブザーバーは、漁獲の特徴を確認するため、SBT 及

び混獲種の生物学的データを収集する責任を持つ。2003/04 年には 2007 尾の SBT の体長

を測定し（その内 2063 尾について監視下で測定）、1140 尾の SBT から耳石を収集し、

5 個の標識（CSIRO の矢型標識 3 個、CSIRO のアーカイバル・タグ 1 個、CCSBT の矢型

標識 1 個）を回収した。さらに、6 尾の SBT に Mk9 標識を装着した。標識回収データは

各標識放流機関に提供した。耳石は NIWA に保管されているが、今年は 2001 年から

2004 年に収集された約 200 の耳石の年齢査定が行われた。SBT 及び主要な混獲種の体長、

重量（製品重量と原魚重量）ならびに性別の記録を定期的に行った。  
 
 

7. その他の要因 
 

輸入／輸出統計 
SBT の輸出に関する統計は税関がまとめ、統計省が要約する。輸出統計はニュージーラ

ンド・シーフード業界協議会でさらにまとめられ、ニュージーランド漁業の経済評価の

ためにデータベースとして維持される。 
 
市場 
EEZ 内で漁獲された SBT の唯一の市場は日本の刺身市場であり、国内消費はごくわずか

である。 
 
緩和措置 
ニュージーランドの規則では、すべてのまぐろはえ縄船は海鳥威嚇装置（トリ・ライ

ン）を使用することが定められている。トリ・ラインの最低基準は CCAMLR が当初設

定したものと同じである。国内水産業界には、すべてのまぐろはえ縄船で夜間の投縄を

行うこと、また大型まぐろはえ縄船では「リスクがある」海鳥の偶発的総死亡量に限度

を設定するなど、自主的な行動規範を設けている。ニュージーランドは現在、FAO の海

鳥に関する国際行動計画に対応するため、承認された海鳥に対する国家行動計画を実施

している。 
 
遊漁及び原住民による SBT の漁獲 
ニュージーランド水域における SBT を対象とした遊漁は限られたものである。北島及び

南島の双方からの遊漁漁獲の記録がある。マオリ族による非商業的漁獲の推定はない。

しかし、ニュージーランドの国別配分の枠内で遊漁及び先住民による漁獲の分をカバー

するに十分と思われる量が割り当てられている。 
 
IUU 漁業に関する決議及び CCSBT 漁船記録の設定 
ニュージーランドは CCSBT 事務局に許可漁船リストを提示し、必要に応じて記録を更

新できるシステムを導入した。リストにはニュージーランド船籍で、ニュージーランド

漁業水域で SBT を漁獲できる許可を得ているすべての登録漁船が含められている。SBT
の漁獲はすべて記録され、ニュージーランド漁獲割当管理制度の一環として設置された

制度のもとで監視されている。ニュージーランドで登録された漁船が IUU 漁業に従事し

ていることを示唆する情報はない。ニュージーランドの企業に用船された外国船につい

ては、CCSBT 拡大委員会のメンバーでなければ SBT を漁獲してはいけないという手続



 

きが設定されている。外国船がニュージーランド漁船として登録を受けるためには、過

去の遵守歴について個々の査定を受けなくてはならない。  
  

作成者：シェルトン・ハーリー、タルボット・マレー1, テリーズ・ケンドリック2 、ア

ーサー・ホア3 

                                                 
1 漁業省、ニュージーランド、ウェリントン 
2 トロフィア社、ニュージーランド、カイコウラ 
3漁業省、ニュージーランド、オークランド 



 

 
表 1.  1999 年から 2004 年（暦年）までの漁法別の SBT 年間漁獲量（原魚重量、トン）。1999 年から

2001 年までの年間層漁獲推定量は認可魚類荷受人の収益、2002 年以降は月間漁獲収益で調

整されている。0.0=100 キロ未満。  
 

漁法 1999 2000 2001 2002 2003 2004
はえ縄 453.3 375.6 355.8 460.0 387.2 384.4
引き縄 4.3 2.2 0.1 0.5 0.1 1.7
手釣り 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3
その他 1.1 2.3 2.5 2.1 1.4 5.8
合計（トン） 460.6 380.3 358.5 462.6 388.7 393.3

 
 
 
表 2.  暦年及び漁業年（10 月 1 日から 9 月 30 日）ごとのニュージーランド SBT 漁獲量 
 
 

暦年 トン 漁業年 トン

1980 130

1981 173

1982 305

1983 132

1984 93

1985 94
1986 82
1987 59 1986/87 60
1988 94 1987/88 94
1989 437 1988/89 437
1990 529 1989/90 529
1991 164 1990/91 165
1992 279 1991/92 279
1993 217 1992/93 216
1994 277 1993/94 277
1995 436 1994/95 435
1996 139 1995/96 140
1997 334 1996/97 333
1998 337 1997/98 331
1999 461 1998/99 458
2000 380 1999/00 381
2001 358 2000/01 362
2002 463 2001/02 452
2003 389 2002/03 388
2004 393 2003/04 397
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図 1: 2003/04 年の南島西岸沖及び北島東岸沖における SBT 漁獲（原魚重量）の空間的及び季節的分

布。最大の円(6 月の西岸)は 64 トンの SBT を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2.  1999 年から 2004 年（歴年）までの SBT を対象とした、はえ縄努力量（釣鈎数）（棒グラフ）

及びノミナル CPUE（1000 鈎当たりの SBT 尾数）（折れ線グラフ）。 
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図 3.  2003/04 漁業年の SBT を対象とした投縄の分布（用船及び国内漁船の合計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4.  SBT 漁獲量（重量）の順位で捉えた 2004 年のはえ縄船団の構成（各漁船の全長）、ならびに総

漁獲量の累積パーセント。 
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別紙 8-5 
 

CCSBT への 2005 年フィリピンの報告  
 
 
この報告書には、2005 年に SBT を漁獲した漁船の隻数、漁獲量、及び日本への

輸出量が記載されている。 
 
昨年の報告と同様、フィリピンの大型まき網船は、入漁協定、合弁事業契約、も

しくは現地法人として隣国水域で操業し、漁獲物の大半はフィリピンの港に加工

のために水揚げされた。また、まき網船とはえ縄船による公海での操業も行われ

た。1998 年フィリピン漁業法が可決されたことにより、フィリピンの漁業者は

フィリピン EEZ 外の遠洋水域及び大西洋やインド洋の水域で操業する機会が与

えられ、キハダ、メバチを漁獲し、SBT も偶発的に漁獲することとなった。  
 
現在のところ、25 隻のフィリピン船籍の漁船が SBT の漁獲許可を受けているが、

2005 年 1 月から 6 月までに SBT を漁獲した船は 3 隻のみである。約 24.5 トンが

日本に輸出された。 
 
CCSBT の保存管理措置を実行するため、フィリピン船籍の漁船は商業漁業許可

の取得に加え、漁業法のもと、フィリピン水域外で操業する前に国際漁業許可証

を漁業水産資源局（BFAR）から取得することが義務付けられている。また、漁

獲、投棄、水揚げ地点、漁獲物の量と価値について日誌を付けることが義務付け

られている。すべてのフィリピン船籍の漁船に共通する報告制度を設けるため、

フィリピンまぐろ業界協議会は漁獲成績報告書制度を導入した。これにより、地

域漁業管理機関の要件に準じるよう、フィリピンのまぐろ漁獲統計を改善するこ

とが可能となった。さらに、BFAR は 2004 年 10 月以降、フィリピン水域外で操

業する船を除き、新たな漁船に対する免許の発行を停止している。また、水産会

社がフィリピンの免許を取得する漁船を輸入する際には、船団内で同量のトン数

分をスクラップしなくてはならないことになっている。   
 
まぐろ協議会は最近の会議で、まぐろ資源の持続的管理のためのフィリピンまぐ

ろ管理計画を承認した。また、フィリピンにおける監視、管理、取り締まり制度

を設置するため、BFAR はフィリピンの企業と契約を締結した。 
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